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(57)【要約】
【課題】酒類を含有するチョコレートコーティングされた「香り」と「風味」が豊かなナ
ッツ食品および製造方法を提供する。
【解決手段】ナッツ類をセンターとし、チョコレート中にアルコール分が１６～４０％含
有する酒類含有乳化組成物層とチョコレート層とがそれぞれ２層以上からなる多層構造を
有することを特徴とする酒類含有チョコレートでコーティングされたナッツ食品。このナ
ッツ食品は、ナッツ類のセンターを転動させ、液状のチョコレートを散布し、次に予め酒
類とチョコレートを攪拌し混合乳化、冷却固化した乳化組成物を散布し、冷却固化させる
ことで得られる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナッツ類をセンターとし、チョコレート中にアルコール分が１６～４０重量％含有する
酒類含有乳化組成物層とチョコレート層とがそれぞれ２層以上からなる多層構造を有する
ことを特徴とする酒類含有チョコレートでコーティングされたナッツ食品。
【請求項２】
　ナッツ類のセンターを、転動させ、液状のチョコレートを散布し、次に予め酒類とチョ
コレートを攪拌し混合乳化、冷却固化した乳化組成物を散布し、冷却固化させることを特
徴とする請求項１記載の酒類含有チョコレートでコーティングされたナッツ食品の製造方
法。
【請求項３】
　前記酒類含有乳化組成物を冷却固化した後、粉状化し散布し、酒類含有乳化組成物層を
形成する請求項２記載の酒類含有チョコレートでコーティングされたナッツ食品の製造方
法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風味豊かな酒類含有チョコレートでコーティングされたナッツ食品および製
造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ピーナッツやアーモンドをはじめとしたナッツ類とチョコレートを組み合わ
せた食品が知られている。その中でもパンワークによりチョコレートコーティングされた
ナッツ食品があり、この十数年来市場が拡大してきた。この市場は３００億円規模であり
各社、主力商品を展開している。特にチョコレートの大手メーカーである明治製菓(株)や
（株）ロッテは「アーモンドチョコレート」としてブランドを育成してきた。
【０００３】
　しかしながら、その市場において近年、売上は横ばい傾向となっている。現在市場で見
られるチョコレートコーティングされたナッツ食品は、チョコレートとナッツが持つ「香
り」「風味」及び「食感」に限定される。特に「香り」や「風味」に関してはバラエティ
に乏しいことは否めず、現代社会の多様化する食の嗜好において、「香り」や「風味」の
豊かなチョコレートでコーティングされたナッツ食品が望まれてきた。
【０００４】
　一方、「香り」や「風味」が豊かなチョコレートとして、洋酒を含有しているガナッシ
ュやトルッフェル等が知られている。通常、ガナッシュクリーム、トルッフェルクリーム
といわれるものは、生クリーム、バター、シロップなどを加温、沸騰させた後に加熱を止
め、細かく切り刻んだチョコレートを加えて攪拌乳化することにより０／Ｗ系のエマルジ
ョンとし、酒類を添加する場合は、冷えてから洋酒などを加えて製造される。このガナッ
シュやトルッフェルは成形性が非常に困難で、特にコーティングをしようとすると非常に
増粘し、いわゆるボテ現象が発生する。また、水分活性が高く日持ちは常温で３日～１週
間程度が一般的である。
【０００５】
　また、ガナッシュやトルッフェル以外の酒含有チョコレートとして、粉末酒含有のチョ
コレートが提案されている（特許文献１）。この粉末酒含有チョコレートはデキストリン
含有の為、チョコレートコーティングの際の増粘が問題点として上げられる。また、官能
としては、ざらつきがでることや、デキストリンに包摂させているため「香り」のトップ
立ちに乏しいなどの問題点がある。
【０００６】
　さらにチョコレートコーティングの方法として、パンワークを行う際、センターに水溶
液をかけるなどの手法が提案されている（特許文献２）。この水溶液はアルコールを含ん
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でもよいと提案されているが、添加率としては３重量％程度であり、酒などの「風味」を
強くつけることは困難である。また、この提案はチョコレートの耐熱性を上げる目的であ
るうえ、アルコールの含有量は明らかに異なる態様と考えられる。
【０００７】
　また、液状アルコール或いはアルコールを加えることからなる油脂性菓子の製造方法が
提案されている（特許文献３）。同公報においては、チョコレートに対し液状アルコール
或いはアルコール溶液を２～１５重量％加えており、油脂性菓子におけるアルコール分を
換算すると最大２～１３重量％を含有する。しかし、押出しなどの機械適性は得られるが
粘度が上がりすぎるためコーティングには適さない。また、この油脂性菓子を冷却固化、
粉状とし、チョコレート層との多層構造を構成したとしてもアルコール含有率が低いため
、望むような「香り」や「風味」を得ることができない。
【０００８】
　さらには油脂組成物を直接酒類により、０／Ｗ乳化で得られる乳化組成物が提案されて
いる（特許文献４）。この公報において、乳化組成物はアルコール分２～１５重量％を含
有する。また、チョコレートのセンターにすることを前提としておりデポジッターに対す
る適性はあるが、この物性ではボテてしまいコーティングの使用は適さない。また、生産
性の面で課題が残る。また、この公報を応用し、本発明者らが実験を行ったところ、この
酒類乳化組成物を冷却、粉状化したものを掛け、チョコレート層と多層構造を構成したと
してもアルコール分が低いため、望むような「香り」や「風味」を得ることが出来なかっ
た。
【特許文献１】特開昭５７－１０５１３９号公報
【特許文献２】特開平０４－２４８９５０号公報
【特許文献３】特公平１－２１９４３号公報
【特許文献４】特許第２９２９９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、酒類を含有するチョコレートコーティングされた「香り」と「風味」
が豊かなナッツ食品および製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するために、本発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、アルコール含量を
増量し安定化した乳化組成物を得ること及び、これを用いて多層構造を形成することで本
願目的を達成することを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　すなわち、本発明の要旨は、ナッツ類をセンターとし、チョコレート中にアルコール分
が１６～４０重量％含有する酒類含有乳化組成物層とチョコレート層とがそれぞれ２層以
上からなる多層構造を有することを特徴とする酒類含有チョコレートでコーティングされ
たナッツ食品に関する。
　また、ナッツ類のセンターを、転動させ、液状のチョコレートを散布し、次に予め酒類
とチョコレートを攪拌し混合乳化、冷却固化した乳化組成物を散布し、冷却固化させるこ
とを特徴とする請求項１記載の酒類含有チョコレートでコーティングされたナッツ食品の
製造方法に関する。
　また、前記酒類含有乳化組成物を冷却固化した後、粉状化し散布し、酒類含有乳化組成
物層を形成する前記酒類含有チョコレートでコーティングされたナッツ食品の製造方法に
関する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、アルコール分が１６～４０重量％の酒類含有乳化組成物層とチョコレ
ート層を多層とすることで、酒類を含有したチョコレートコーティングを実現し、センタ
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ーをナッツ類とすることで豊かな「香り」と「風味」が十分に引き出されたナッツ食品が
提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の酒類含有チョコレートでコーティングされたナッツ食品は、ナッツ類をセンタ
ーとし、アルコール分が１６～４０重量％の酒類含有乳化組成物層とチョコレート層とが
それぞれ２層以上からなる多層構造を有することを特徴とする。
　本発明では、アルコール分が１６～４０重量％のように高含有率を実現しているため、
香りと風味とを十分に引き出すことができる。また、本発明では、前記酒類含有乳化組成
物層が乳化形態をとっているため、トップの「香り」と「風味」がよく感じられ、非常に
美味なナッツ食品となる。
【００１４】
　本発明に用いるナッツ類は、例えばアーモンド、ピーナッツ、カシュー、ピスタチオな
どがあり、生でもよいが、適度に焙煎したものがより好ましい。
　ナッツ類の大きさとしては、通常の菓子類で使用される大きさであればよく特に限定は
ない。
【００１５】
　本発明において酒類含有乳化組成物に用いる酒類は、ブランデー、ラム、ウィスキー、
焼酎、ウォッカなどの蒸留酒、コワントロー、クレームドカカオ、ペパーミント、梅酒な
どのリキュール類或いはぶどう酒、日本酒などの発酵酒、カクテル類などの酒税法による
ものが使用できる。また、エチルアルコールと水溶液と混合したものや、前記酒類にエチ
ルアルコールを添加調整した可食性アルコールの水溶液が使用できる。また、いずれの酒
類を２種類以上混合して使用できる。
【００１６】
　前記酒類含有乳化組成物に用いるチョコレートは、公正規約等の法的規制により限定さ
れるものではなく、また、テンパリングタイプ、ノーテンパリングタイプであることを問
わない。
【００１７】
　前記酒類含有乳化組成物は、前記酒類とチョコレート以外に水溶性香料、油溶性香料、
乳化香料、抽出物など、乳化、冷却固化を阻害しなければ含有してもよい。
【００１８】
　本発明においては、前記酒類含有乳化組成物が冷却固化されているものをかけるため、
ボテないという利点がある。なお、均一に散布するため、冷却固化した後、メッシュにか
け押し出して粉状化するなどが望ましい。
【００１９】
　また、前記酒類含有乳化組成物とは別のチョコレート層に用いるチョコレートに関して
も、前記と同様であるが、コーティングに適したテンパリングタイプが望ましい。
【００２０】
　本発明においては、前記ナッツ類に前記酒類含有乳化組成物層とチョコレート層とがそ
れぞれ２層以上からなる多層構造を有する点に一つの特徴がある。このように多層構造を
することで、アルコールを含有したチョコレートコーティングを実現できるという利点が
ある。
　得られるコーティング全体の厚みとしては、ナッツ類の種類、大きさ、酒類含有乳化組
成物中のアルコール含量などにより一概に限定はできないが、例えば、０．５～５ｍｍ程
度であればよい。
【００２１】
　本発明の酒類含有チョコレートでコーティングされたナッツ食品は、ナッツ類のセンタ
ーを、転動させ、液状のチョコレートを散布し、次に予め酒類とチョコレートを攪拌し混
合乳化、冷却固化した酒類含有乳化組成物を散布し、冷却固化させることで得ることがで
きる。
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【００２２】
　具体的には次のように製造することができる。
　予め、常温で酒類と３５℃以上で溶解したチョコレートを激しく攪拌し混合乳化させ出
来た酒類含有乳化組成物を冷却固化したものを準備する。前記酒類含有乳化組成物を均一
にかけるため、メッシュにかけ押出して粉状化するなどおこなってもよい。メッシュに特
に規定はないが散布してムラにならない程度の大きさで、好ましくは１０メッシュから３
０メッシュである。
　なお、前記酒類含有乳化組成物の混合乳化、冷却固化は公知の手法に基づいて行えばよ
い。
【００２３】
　まず、コーティングパンにナッツ類のセンターを入れておき、溶解したチョコレートを
センターに均一に散布する。この操作を１回以上行いチョコレート層を形成する。
　ナッツ類はホールに限らずクラッシュしたものや、カットしたものでも使用でき形状に
も特に制限はない。室温２０～２５℃、コーティングパンは、１０～５０ｒｐｍで回転さ
せながら操作を行う。
【００２４】
　酒類含有乳化組成物層は、冷却固化させ、必要であれば粉状化させた酒類含有乳化組成
物を、チョコレート層が冷却固化する直前に散布し冷却固化させることで形成する。
【００２５】
　本発明では、上記のようなチョコレート層の形成と酒類含有乳化組成物層の形成の操作
を２回以上繰り返して行う。また、チョコレート層と酒類含有乳化組成物層の好ましい重
量比率（チョコレート層：酒類含有乳化組成物層）は、センターの大きさにより一概に限
定できないが、均一な層を形成させるためには、２：１～７：１が好ましく、４：１付近
がより好ましい。チョコレート層の比率を増加させると酒類含有チョコレートのアルコー
ル分が希釈され「香り」「風味」が弱くなる。各々の層が交互に少なくともそれぞれ２層
以上となるように多層を形成することで目的のナッツ食品が得られる。
【００２６】
　以上のようにして得られる本発明のナッツ食品は、チョコレートやナッツに加えて、ア
ルコール由来の「香り」と「風味」をも備えたものであり、豊かな「香り」と「風味」を
楽しむことができる菓子類である。
【実施例】
【００２７】
　次に実施例によって本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限
定されるものではない。
【００２８】
（実施例１）
　室温２０℃で下記表１に示す組成でアルコール度数８０°のラムと４０℃で溶解したチ
ョコレートを混合し、ハンドミキサー用いて激しく攪拌し混合乳化させた。後に室温にて
冷却固化し、２５メッシュサイズのメッシュにかけ押出して粉状化させておいた乳化組成
物を準備した。この酒類含有乳化組成物１のアルコール分は３２重量％である。
【００２９】
【表１】

【００３０】
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　センターとなる焙煎したホールアーモンド１００ｇをコーティングパン（容量１Ｌ、以
下の例でも同じ）に投入し、回転数１５ｒｐｍで回転させながら溶解したチョコレートを
センターに均一に散布する。チョコレート層が冷却固化する直前に前記粉状化させた酒類
含有乳化組成物１を散布し冷却固化させ形成する。チョコレートと酒類含有乳化組成物１
の投入する割合は、重量比で酒類含有乳化組成物を１部に対し、チョコレートを４部とい
う割合でコーティングを行った。上記のようなチョコレート層の形成と酒類含有乳化組成
物層の形成との操作を繰り返して行い全重量が５００ｇとなるところまで多層を形成した
。この多層の酒類含有チョコレートのアルコール分は６．４重量％であり、ナッツ食品中
５．１重量％である。
【００３１】
　このナッツ食品はラムを含有したチョコレートコーティングを実現し、豊かな「香り」
「風味」が十分に引き出されたナッツ食品であった。
【００３２】
（実施例２）
　室温２０℃で下記表２に示す組成でアルコール度数５０°のブランデーと４０℃で溶解
したチョコレートを混合し、ハンドミキサーを用いて激しく攪拌し混合乳化させた。後に
２０℃にて冷却固化し、２５メッシュサイズのメッシュにかけ押出して粉状化させておい
た乳化組成物を準備した。この酒類含有乳化組成物２のアルコール分は２０重量％である
。
【００３３】
【表２】

【００３４】
　センターとなる焙煎し殻から取り出したピスタチオ１００ｇをコーティングパンに投入
し、回転数１５ｒｐｍで回転させながら溶解したチョコレートをセンターに均一に散布す
る。チョコレート層が冷却固化する直前に前記粉状化させた酒類含有乳化組成物２を散布
し冷却固化させ形成する。チョコレートと酒類含有乳化組成物２の投入する割合は、重量
比で酒類含有乳化組成物２を１部に対し、チョコレートを２部という割合でコーティング
を行った。上記のようなチョコレート層の形成と酒類含有乳化組成物層の形成の操作を繰
り返して行い全重量が４００ｇとなるところまで多層を形成した。この多層の酒類含有チ
ョコレートのアルコール分は６．７重量％であり、ナッツ食品中５．４重量％である。
【００３５】
　このナッツ食品はブランデーを含有したチョコレートコーティングを実現し、豊かな「
香り」「風味」が十分に引き出されたナッツ食品であった。
【００３６】
（比較例１）
　室温２０℃とし、センターとなる焙煎したホールアーモンド１００ｇをコーティングパ
ンに投入した。回転数１５ｒｐｍで回転させながら下記表３に示す組成で２℃に冷却した
アルコール度数４０°のラムと、４０℃で溶解したチョコレートを混合し、ハンドミキサ
ーを用いて激しく攪拌し混合乳化させた液状の酒類含有乳化組成物３を散布した。しかし
、酒類含有乳化組成物３にボテが生じて、アーモンド同士がくっつく現象が起き、コーテ
ィングが不可能であった。
【００３７】
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【表３】

【００３８】
　（比較例２）
　室温２０℃で下記表４に示す組成で２℃に冷却したアルコール度数４５°のラムと４０
℃で溶解したチョコレートを混合し、ハンドミキサーを用いて激しく攪拌し混合乳化させ
た。後に室温にて冷却固化し、２５メッシュサイズのメッシュにかけ押出して粉状化させ
ておいたものを準備した。この酒類含有乳化組成物４のアルコール分は１５重量％である
。
【００３９】
【表４】

【００４０】
　センターとなる焙煎したホールアーモンド１００ｇをコーティングパンに投入し、回転
数１５ｒｐｍで回転させながら溶解したチョコレートをセンターに均一に散布する。チョ
コレート層が冷却固化する直前に前記粉状化させた酒類含有乳化組成物４を散布し冷却固
化させ形成する。チョコレートと酒類含有乳化組成物の投入する割合は、重量比で酒類含
有乳化組成物４を１部に対し、チョコレートを４部という割合でコーティングを行った。
上記のようなチョコレート層の形成と酒類含有乳化組成物層の形成の操作を繰り返して行
い全重量が５００ｇとなるところまで多層を形成した。この多層の酒類含有チョコレート
のアルコール分は、３．０重量％であり、ナッツ食品中２．４重量％である。
　得られたこのナッツ食品はラムを含有したチョコレートコーティングを実現しているも
のの、ラムの「香り」、「風味」に乏しいナッツ食品であった。
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